
福島県文化振興基本計画体系案 ＜計画期間 令和４年（2022年）度～令和１２年（2030年)度＞

施策展開の視点

◆県民一人一人が文化の担い手

デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 の 促 進
デジタル技術を活用した創作活動の促進、活動成果の発表・鑑賞機会の充実、交流の促進 など

基本目標案
育み、つなぐ「ふくしまの文化」
～人と地域が元気にあふれ、心豊かなふくしまへ～
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◆文化振興を地域の活性化にいかす
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SDGｓの理念（誰一人取り残さない、多様性と包摂性のある持続可能な社会）の反映
性別や年齢、障がい等に関わりなく文化活動に取り組める環境づくり、多様な価値観の尊重、文化遺産の保護・保全 など
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前回
文化を創り、つなぐ
人と地域に元気とやすらぎ
あふれるふくしま


